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 近年、近畿地方整備局管内における工事事故が増加傾向にあることから、これまで発生した

事故データの収集及び分析により、工事における作業内容と事故の要因別に事故の重大性（重

み付け）を加味、危険有害要素の大きな作業内容や事故の要因を判読、これらの作業時に起こ

りうる事故要因を事前に予測し、建設工事事故防止のための安全対策の策定に資するための支

援について説明するものである． 
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1.  はじめに 

 当課では工事等事故を起こした直轄工事等に対し、事

実確認、事故要因の特定、事故措置（処分）を行い、事

故の再発防止に取り組んでいます。 

近年、工事事故が増加していることへの対策として、

過年度から蓄積してきた工事等事故データを工事等事故

防止に活用できないかと考え、この度、支援策を策定し

ました。 

 

2. 工事等事故の現状と取り組み 

 

(1)  工事事故発生状況 
近畿地方整備局における工事等事故の発生件数は、平

成２４年度以降増加傾向にあり、平成２５年度には過去

最高となる２１１件の工事等事故（もらい事故除く）が

発生しました。平成２６年度においても２０１件発生し、

平成２５年度より１０件減少したものの、以前、多発し

ている状況であり（図－１参照）、特に１２月以降年度

末にかけて発生しています。 

 また、平成２６年度の公衆災害事故（第三者事故、管

理施設損害事故）の発生件数は１５２件であり、事故全

体の約７６％と高い割合を占めています（図－２参照）。 

 第三者事故については９６件のうち、３件は人身事故、 

９３件は物損事故となっており、第三者への事故は社会

的影響も大きく、対策が必要です。 

 一方、工事関係者事故は４９件発生しており、平成２

５年度とほぼ同じ割合で公衆災害事故と工事関係者事故

が発生している状況です。 

 

 

 

 
図-1 年度別工事等事故発生状況 

 

 

図-2 事故分類別工事等事故発生状況 

 

(2)今日までの事故防止の取り組み内容  
一旦事故が発生すると重大事故（死亡事故や負傷者

多数等）につながる事故及び第三者に影響を及ぼす事故

に対して特に重点的に安全対策をすべく、工事等事故防 

公衆災害 
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止重点対策項目（平成２６年度は次項目３のとおり）を 

定め、これら工事等事故防止重点対策項目に該当する工

事事故を起こした際は厳しく判定し、注意喚起を促して

います。 

また、毎月、事故予防対策の注意喚起や発生事故事

例提供等、ニュースレター「あんぜん」を発刊し、現場

における安全対策の徹底を促しています。 

 

  

第 2 4 9 号

平 成 2 7 年 5 月 号

近 畿 地 方 整 備 局

発 行 ： 企 画 部 技 術 調 査 課

昨年近畿地整管内では草刈による飛石が3件、ケーブル切断が1件おきていますが、今年度にはいり１件の草刈時の飛石事故

（河川の除草作業中に）が発生しています。これから夏にかけて（６月～９月）草刈がおおくなりますが、周囲の安全に配慮して作

業を進めて下さい。

◎ 半径５～１０ｍ程度に人がいないか確認する。

◎ 近づく際は必ず離れた位置で合図し、エンジンを停止したことを確

認してから近づく。

◎ 斜面では、足場をしっかりと固定し、下面に立ち、上面から下面に

向けて平衡に刈る。絶対に法面の上段からは刈らない。

◎ 道路・民家等の近接箇所では、必ず飛散防止ネット等を配置して

作業を行う。また車両、通行人が近づいたときは作業を中断する。

◎ 作業範囲内に障害物（ゴミ、ケーブル等）がないか確認し、取り除けないものがある場合は、解りやすい目印（ポール、リボ

ン等）を倒れないようにしっかりと固定設置し、周囲を手刈りする。（図ー１）

◎ 機械の各部に緩み、がたつきがないか点検し、飛散防止カバー、ハンドル、肩掛バンド等を必ず取り付け、緊急時の脱着

方法を確認しておく。（図ー２）

◎ 衣服は袖口を閉めた長袖シャツと長ズボンに加え手袋、保護帽、フェイスガード、 防護メガネ等適切な服装で行う。また、

現場の状況に合わせて防塵マスク、耳栓等をする。（図ー３）

ハンドガイド式草刈り機は全面にカバーがついているため、飛石は少

ないと考えられていますが、H25年に１件、H26年に1件発生しています。

これら2件については側面のカバーのない所からとんだとみられます

◎ ハンドガイド式による飛石の対策としては、

作業前の清掃で石を除去する。側面部分にカバーをつける。側面部分

にカバーを取り付けられない場合は防護板で飛石を防護してください。

作業範囲内の清掃（図ー１） 作業前の機械の点検（図ー２） 作業時の服装（図ー３）

草刈機側面からの飛石に注意！

     

図-3 ニュースレター「あんぜん」 

 

3.  工事等事故防止重点対策項目の事故発生状況 

(1) 平成２６年度工事等事故防止重点対策項目 

平成２６年度の工事事故等防止重点項目は以下のとお

り７項目を定めました。 

①地下埋設管及び施設ケーブルに対する事故 

②架空線に対する事故 

③高所作業箇所からの墜落事故 

④資材・仮設材及び工具の飛来落下事故 

⑤重機の転倒・接触事故 

⑥草刈作業における飛び石事故 

⑦吊り荷と作業員との接触事故 

 

(2)  工事等事故防止重点対策項目別の工事事故発生状況 

平成２６年度の工事等事故防止重点項目に係る工事事

故発生件数は７項目で計６８件となり、全工事事故件数

２０１件に対し、約３３％と高い割合（平成２５年度の

約３３％と同様）で発生しています（図－３参照）。 

 

図-3 工事等事故防止重点対策項目の事故発生比率 

 

平成２６年度の工事等事故重点対策項目別の発生状況

については、「①地下埋設管及び施設ケーブルに対する

事故」の発生件数は２５件と平成２５年度より２件増加

し、増加傾向にあります（図－４参照）。 

また、「②架空線に対する事故」においても発生件数

が１３件であり、平成２５年度同様、多く発生していま

す（図－５参照）。 

地下埋設物事故と架空線事故の２項目は、他の５項目

より特に多発している状況です。 

一方、「③高所作業箇所からの墜落事故」、「④資

材・仮設材及び工具の飛来落下事故」、「⑤重機の転

倒・接触事故」及び「⑥草刈り作業における飛び石事

故」の発生件数は昨年度と比較し、減少傾向にあります。  

また、「⑦吊り荷と作業員との接触事故」は７件と多

く発生しています。 

 

 
 図-4 地下埋設物事故発生状況 

 

 

 

 

H25 

全事故件数 

211件 

H26 

全事故件数 

201件 
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図-5 架空線事故発生状況 

 

4.  安全対策策定のための支援について 

(１)目的 

平成１９年度以降平成２５年度まで発生した工事事故

データにより、作業内容（作業名）と事故の要因別に事

故の重大性（重み付け）を加味、危険有害要素の大きな

作業名や事故要因を判読、これらの作業時に起こりうる

事故要因を事前に予測し、建設工事事故防止のための安

全対策の策定に資するため、資料を作成しました。 

 

(２)資料 
・「危険有害要因判定 総括表」（図－６参照） 

 工事等事故防止重点対策７項目について、各項目毎に

縦軸に作業内容（作業名）と横軸に事故の要因をならべ、

各々に該当し発生した事故累計点数（発生件数に各々判

定した評価点（１０点 指名停止、６点 文書注意、３点 

口頭注意、１点 措置無し指導有と条件設定）を掛けあ

わせたもの）を記載しました。 

 記載した点数が大きいものほど、重大な事故が発生す

る可能性が高くなると考えられます。 

 
危険有害要因判定 総括表 (2/7)

2 架空線に対する事故 ※各々判定する評価点（１０点：指名停止、６点：文書注意、３点：口頭注意、１点措置無し（指導有））

1 準備

2 土工 1 10 6 13 8 19 1 3 5 5 21 50

3 土留め

4 土留め支保

5 型枠組立・解体 1 1 1 1

6 足場組立・解体

7 重機組立・解体

8 構台組立・解体

9 溶接・切断

10 コンクリート打設 1 1 1 1 1 1 3 3

11 ずい道掘削

12 ずい道支保

13 ボーリング等

14 運搬・荷揚げ 2 13 3 7 1 10 1 3 1 1 8 34

15 積込み・積卸し 1 3 6 14 5 13 1 3 3 5 16 38

16 杭打ち・杭抜き

17 鋼矢板打ち・鋼矢板抜き

18 路面切削 1 1 1 1

19 はつり

20 布設・埋設

21 据付け

22 法面保護

23 吹付け

24 アンカーボルト

25 伐採 1 1 1 1 2 2

26 清掃 1 3 1 3 2 6

27 電気設備

28 塗装

29 剪定 1 3 2 4 3 7

30 樹木移植・撤去

31 雪排出

32 搬送・走行・移動 9 16 2 6 3 5 1 1 4 4 1 1 1 3 21 36

33 警備・交通整備

34 整理・整頓

35 測量・調査等

40 その他 1 3 1 3 1 1 1 1 4 8

2 13 26 63 5 13 23 50 3 3 1 3 3 14 1 3 15 19 1 1 1 1 1 3 82 186

　　　　　　　　　　事故の要因

　　　作業

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
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図-6 危険有害要因判定 総括表 

  参考例（架空線に対する事故） 

 

 

・「類型別事故事例集」（図－７参照） 

 作業内容（作業名）と事故の要因に該当する事故事例

を事例集として整理しました。 

 

図-7 類型別事故事例集 

  参考例（架空線に対する事故） 

 

(３)活用方法 （図－８，９参照） 
１．(当該工事で考えられる)事故項目の抽出 

当該工事で考えられる事故について、「危険有害

要因判定総括表」から該当する総括表を選択します。 

（７項目の中から当該工事に該当する項目を選択）。 

 

２．危険有害要因判定 

当該工事に関係する「作業名」(図－６赤枠内)縦軸 

から、「事故の要因」(図－６赤枠内)を横軸から選択 

します。 

 

３．類型別事故事例 

危険有害要因判定で選択した「作業コード」及び 

「事故の要因」に該当する事故事例を選択します。 

 

４．建設工事事故防止対策へ反映 

  選択した事故事例の事故内容、事故の原因及び事故 

 後の対策を把握します。 

  把握した内容を参考に、自ら現場に即したリスクを 

事前予測し、現場におけるＫＹ活動等の安全教育に活 

用し、事故防止の強化を図ります。 

 

(４)資料提供先 

 ・近畿地方整備局管内各事務所、及び事務所発注 

工事受注業者 

  ・(一社)日本建設業連合会関西支部 

 ・(一社)日本道路建設業協会関西支部 

 ・(一社)日本橋梁建設協会近畿事務所 

 ・(一社)ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ建設業協会関西支部 

 ・(一社)各府県建設業協会 

・(一社)大阪府中小建設業協会 

事故の要因 

作 

業 

名 

・ 

作 

業 

コ 

ー 

ド 
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図-8 活用フロー 

 

 

図-9 活用方法のイメージ図 

 

5.  今後の課題 

平成２６年度以降の工事事故データについても継続し

てデータベース化し、追加活用を図り、新しい情報を提

供していくことが重要です。 

 地下埋設物事故及び架空線事故については工事等事故

重点対策７項目の中でも特に多発しており、更なる個別

の取り組みの検討が必要です。 

今後、支援に対する効果についての検証が必要であり、

検証結果から、支援策の修正、また、新たに必要な支援

方法も含めた検討が必要です。 

 

6.  おわりに 

公共投資については１９９０年代をピークに長い間厳

しい状況にあり、工事事故の発生は工事関係者だけでな

く、地域住民へ与える影響も大きく、公共事業のイメー

ジそのものを低下させるものです。 

中でも公衆災害事故は第三者の死傷や、所有物の破損

となり、社会的影響も大きく、決して発生させてはなら

ない事故です。 

受注者（元請け業者）は下請け業者等工事関係者全て

に対して、適切な安全教育及び安全点検が実施されてい

るか適切な安全管理を行う責務があります。 

事故データを分析する中で、作業中に限らず、準備・

移動中の事故や、被災者本人の不注意が原因で、本人だ

けでなく、周辺の作業員がリスクを常に予測し、声掛け

することで防げた事故も多く発生しております。元請け

業者の教育だけでなく、作業員全体の安全に対する意識

向上が重要と考えられます。 

すぐさま、工事事故の撲滅とは至りませんが、本支援

が各現場における安全対策の策定、安全教育の際に反映

され、１件でも多くの工事事故が減少することを期待し、

今後も工事事故の撲滅に向け、より一層取り組んでまい

りたいと考えています。 
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